
亀山市告示第５４号 

亀山市高齢者敬老祝金及び敬老祝品贈呈要綱の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和７年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市高齢者敬老祝金及び敬老祝品贈呈要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市高齢者敬老祝金及び敬老祝品贈呈要綱（平成２６年亀山市告示第１３１号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

亀山市高齢者敬老祝品贈呈要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）

に定められた「敬老の日」の趣旨に鑑

み、多年にわたり社会に貢献してきた 

高齢者に対し、敬老祝品を贈呈するこ 

とにより、その長寿を祝福し、市民の 

敬愛の意を表することを目的とする。 

 

 

亀山市高齢者敬老祝金及び敬老祝

品贈呈要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）

に定められた「敬老の日」の趣旨に鑑

み、多年にわたり社会に貢献してきた

高齢者に対し、敬老祝金及び敬老祝品

（以下「祝金等」という。）を贈呈す

ることにより、その長寿を祝福し、市

民の敬愛の意を表することを目的とす

る。 



（対象者） 

第２条 敬老祝品の贈呈対象者（以下 

「対象者」という。）は、毎年９月１

日現在において、次のいずれにも該当

する者とする。 

［（１）及び（２） 略］ 

（対象者） 

第２条 祝金等の贈呈対象者（以下「対

象者」という。）は、毎年９月１日現

在において、次のいずれにも該当する

者とする。 

［（１）及び（２） 略］ 

（贈呈する敬老祝品） 

第３条 贈呈する敬老祝品は、次表のと

おりとする。 

年齢区分 贈呈する敬老祝品 

満８８歳の者 ３千円相当の敬老

祝品 

満９９歳の者 ５千円相当の敬老

祝品 

最高齢の者 １万円相当の敬老

祝品 

 

 

 
 

（贈呈する祝金等） 

第３条 贈呈する祝金等は、次表のとお

りとする。 

年齢区分 贈呈する祝金等 

満８８歳の者 ５千円以下の敬老

祝品 

満９９歳の者 １万円以下の敬老

祝品 

最高齢の者 １０万円（２回目

以降１万円）の敬

老祝金及び１万円

以下の敬老祝品 
 

（対象者の調査及び決定） 

第４条 市長は、第２条に定める対象者

について、敬老祝品の贈呈に係る調査

を行い、贈呈を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の決定を行った者が贈

呈日までに死亡したときは、その遺族

に敬老祝品を贈呈するものとする。 

（贈呈の期日等） 

第５条 敬老祝品は、原則として９月末

日までに贈呈する。ただし、やむを得

（対象者の調査及び決定） 

第４条 市長は、第２条に定める対象者

について、祝金等の贈呈に係る調査を

行い、贈呈を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の決定を行った者が贈

呈日までに死亡又は転出した場合は、

贈呈の決定を取り消すものとする。 

（贈呈の期日等） 

第５条 祝金等は、原則として９月末日

までに贈呈する。ただし、やむを得な



ない事情により９月末日までに贈呈で

きない場合は、贈呈を決定した日の属

する年度の末日までに、対象者の求め

に応じて窓口等で贈呈することができ

る。 

い事情により９月末日までに贈呈でき

ない場合は、贈呈を決定した日の属す

る年度の末日までに、対象者の求めに 

応じて窓口等で贈呈することができる。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


